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第５５回鴨川府民会議 

 

 

 

          日 時  令和４年３月１８日（金） 

               午後 １時３１分 開会 

               午後 ４時０５分 閉会 

          場 所  ルビノ京都堀川 ２階 みやこ 
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〔午後 １時３１分 開会〕 

１ 開 会 

○中村（京都府建設交通部河川課参事） 

 それでは、ただいまから第55回鴨川府民会議を開催いたします。 

 本日は、年度末のお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

本日の進行役を務めます河川課参事の中村と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。失礼して、座って進めさせていただきます。 

 本日が令和３年度最後の鴨川府民会議になります。今年度も新型コロナウイルス感染

症に悩まされた１年でございましたけれども、幸いにも前回、第54回の鴨川府民会議は

オンライン併用で、対面形式で開催いたしました。そして、今回の第55回府民会議も、

現在は、まん延防止等重点措置の期間中ではございますけれども、感染防止対策を徹底

の上、前回同様、オンライン併用で、対面形式の開催とさせていただきました。速やか

な会議の進行に御協力をいただきますよう、何とぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず、本日の出欠状況をお伝えさせていただきます。二條雅荘様が欠席と

なっております。そして、田中博様は少し遅れています。そして、齋藤朱未様がオンラ

インにて参加されております。 

 次に、本日出席の行政メンバーを御紹介いたします。 

 京都府京都土木事務所長の山口睦雅様でございます。 

○山口（京都府京都土木事務所長） 

 よろしくお願いします。 

○中村（京都府建設交通部河川課参事） 

 続きまして、京都市河川整備課長の藤井豊様でございますけれども、本日は公務の都

合により御欠席ということになっております。また、そのほか関係職員が出席しており

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 まず、次第です。１枚物です。そして、メンバーの名簿でございます。そして、配席

図、これも１枚物でございます。そして、資料－１といたしまして、「魚道の設置につ

いて」という資料でございます。そして、資料－２といたしまして、「鴨川三条大橋下

流右岸における照明施設の設置について」という資料でございます。そして、資料－３

といたしまして、「２万人の京都クリーンｍｏｖｅｍｅｎｔ事業への協力について（お
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願い）」という資料でございます。そして、それに関係のチラシが１枚物です。そして、

資料－４といたしまして、「鴨川四季について」という資料でございます。そして、資

料－５といたしまして、「鴨川五条大橋下流左岸護床工再整備工事について」という資

料、１枚物でございます。そして、資料－６といたしまして、「鴨川河川工事で発見さ

れた遺物の移設について」という１枚物の資料でございます。 

以上、６種類でございます。不足等はございませんでしょうか。不足等がございまし

たら事務局にお申しつけいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 また、お手元に配布の鴨川条例セットをお配りしていますが、これにつきましては、

今後の会議におきましてもメンバーの方に御使用いただくということで、会議の終了後

には回収させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それと、事務局からのお願いでございます。鴨川府民会議におきましては、鴨川の河

川環境の整備及び保全に関する事項につきまして建設的な議論を行う場として皆様にお

願いしておりますので、御発言に当たってはこの趣旨を十分踏まえていただきますよう、

お願いいたします。また、なるべく多くのメンバーの発言をしていただきたいというこ

とで御協力をよろしくお願いいたします。 

 あと、今年度の９月に書面開催いたしました第53回鴨川府民会議におきまして、この

７期の公募メンバーの任期延長について御意見をお聞きしましたが、その結果を踏まえ

まして、１年延長させていただくことになりましたので、お知らせいたします。令和４

年度におきましても、鴨川府民会議を引き続きよろしくお願いしたいと思います。なお、

通知文につきましては、今月中にはお届けするよう準備しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、議事の方に入っていきたいと思いますので、金田座長、どうぞよろしくお

願いいたします。 

２ 議 事 

○金田座長 

 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきます。 

 本日は、その他を含めて、５件、議事が準備されております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 まず、議事の１番目です。「魚道の設置について」です。事務局から説明をお願いし

ます。 
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○中村（京都府建設交通部河川課参事） 

 本日は、京都府水産課より坂上補佐に出席いただいております。 

 それでは、坂上補佐、よろしくお願いします。 

○坂上（京都府農林水産部水産課） 

 失礼いたします。京都府水産課の坂上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 私の方からは、お手元の「魚道の設置について」という資料－１に沿いまして御報告

いたします。着席をして失礼いたします。 

 早速ですけれども、これまでの取組といたしまして、鴨川におきましては、京都市中

心部への天然アユの遡上を目指しまして、学識経験者の皆さんや、本日お越しの加茂川

漁協さんをはじめとする農林漁業関係団体、あるいは一般市民の方々により構成されま

す「京の川の恵みを活かす会」によりまして、今からちょうど10年前になりますけれど

も、平成23年度から、主にアユの遡上の障壁となっております鴨川の落差工に簡易な魚

道を設置するという取組が継続的に行われております。この取組につきましては、当初

から京都市さんと京都府が支援をさせていただいておりまして、その取組概要につきま

しては、これまでから、この鴨川府民会議におきましても御報告をさせていただいてい

るところでございます。 

 河川整備につきましては、鴨川の河川整備計画を受けた具体的な実施計画の取りまと

めとなります千年の都・鴨川清流プランにおきまして、鴨川の落差工などが魚類等の遡

上の支障になっているため、魚道等の設置により河川の縦断的な連続性を確保するとさ

れているところでございます。また、魚道の設置のような海から川への連続性を確保す

る取組につきましては、今から３年前になりますが、京都府の環境部局のほうで策定い

たしました京都府生物多様性地域戦略において行動計画の４つの柱の１つとして、森里

川海のつながりの回復による多様な生態系の保全ということが掲げられております。 

 今年度の魚道設置の取組につきましては、２ページ目の上半分に写真をつけさせてい

ただいておりますが、昨年の３月に三条に魚道が設置されまして、その後、設置予定日

に雨が続いたということで、少し期間が空きまして、６月に丸太町と荒神口の落差工に

魚道が設置されたところでございます。 

 ２ページ目の下半分にイラストをつけておりますが、最初の取組は、最も下流の龍門

堰ですとか今井堰から魚道の設置が始まりまして、順次上流に向かって魚道の設置箇所
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を増やしていまいりました。これまでの間、毎年蓄積されたノウハウを踏まえまして、

設置する簡易魚道を順次改良してきたことに加えまして、龍門堰の撤去であるとか、あ

と、今井堰における落差の縮小などの効果によりまして、平成28年度以降は、少なくと

も大阪湾から遡上していまいりました天然のアユが出町柳まで到達したということが確

認されております。 

 次の３ページに鴨川のアユの遡上量の表をつけさせていただいておりますが、この表

は今井堰におきまして京の川の恵みを活かす会の皆さんで実際にカウントされた数をベ

ースに、推定された鴨川まで遡上してきたアユの推定量でございます。この推定量を御

覧いただきますと、1,000尾以下の年もあれば10万尾を超える年もあるというように、非

常にばらつきが多くなっております。この表の一番右の欄に、参考としまして淀川大堰

の遡上量という欄がございます。こちらにつきましては、国土交通省の淀川河川事務所

さんの方で、大阪湾から淀川の入口に当たります淀川大堰の魚道を通って淀川に遡上し

てきたアユの数を機械で計測された数値を記載しております。 

 その下のグラフですが、淀川大堰の遡上数と鴨川への遡上数をグラフにしたものでご

ざいまして、青い棒グラフが鴨川、赤い折れ線グラフが淀川大堰の遡上量を示していま

す。こちらは単位が違いまして、右側の目盛りが淀川大堰の、左側の目盛りが鴨川の遡

上量ということですが、淀川大堰を通過するアユが多い年には、同じように鴨川を遡上

してくるアユも多いという傾向が御確認いただけるかと思います。 

 今年は、上の表に戻りまして、一番下の令和３年のところですけれども、淀川大堰の

遡上量が約34万尾と、この10年間でいいますと上位から３番目に多い数値となっており

ます。鴨川への遡上推定量としましては、全ての魚種で約２万5,000尾、アユが１万7,000

尾ということになっております。長年にわたりまして鴨川の美化など、環境改善に取り

組まれてきた中で、これまで続けられてきました魚道設置の取組によりまして、出町柳

までこうして天然のアユが遡上してくるようになったということが言えようかと思いま

す。 

 京都市の上京区さんなどでは、アユの友釣り大会が開催されるなど、これを地域の資

源、地域の魅力の１つとしてアピールされているところでございます。申すまでもなく、

鴨川は皆さんの御尽力によりまして、地域の皆さんや観光客の方が自然に親しむ憩いの

場にもなっておりますけれども、大都市の繁華街の程近くで天然の遡上アユの友釣りが

できるというのは、鴨川の多彩な魅力の１つであると考えております。 
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 この取組の今後の課題ということで書かせていただいているんですけれども、毎年ア

ユの遡上が始まる春先に魚道のほうを設置しまして、シーズンが終わる秋に撤去という

ことを繰り返しているのですが、そのための経費であったり、その労力が大きな負担と

なっている現状がございます。これにつきましては、重機であったりクレーンを使わず

に設置の作業をしておりますので、１箇所につきまして大体20人ぐらいが参加しまして、

半日程度の作業が必要ということで、３箇所で大体60万円程度の費用が発生することが

１つ目の課題となっております。 

 ２つ目の課題としましては、魚道設置している落差工以外にも、治水上の観点から多

数の落差工があるということですけれども、これ以上設置箇所を増やしていくのがなか

なか難しい状況がございます。 

 対応の方向性として考えておりますのが、１点目の費用であったり労力がかかるとい

う点につきましては、この取組も、最初に申しましたように、10年間継続がございまし

て、魚が上りやすい形状に順次改良しておりますし、耐久性の面でも少しずつ改良がさ

れてきております。昨年の８月にも豪雨がありましたが、鴨川においてもかなりの増水

があったとお伺いしているんですけれども、水が引いた後ほとんど損傷がなかったとい

う状況がございます。こうした耐久性、ここ数年間で見ましても、大雨で大きな損傷が

なかったことを踏まえまして、複数年連続して設置ができないかということを河川管理

部局とも検討していまいりたいと考えております。通年設置することによって、アユだ

けでなくて、冬場にオイカワなどが上がったり下りたいということで生息域の拡大にも

プラスになるのではないかと考えております。 

 ２点目の落差工が多数あることについて、民間団体の取組としては限界があるという

ことですけれども、②としまして、例えば中州の管理ですとか河川管理の工事の実施に

合わせまして、河川施設として簡易な魚道の設置など、いわゆる川の縦の連続性の確保

ということに配慮した施工を行っていくことを、これからも河川管理の部局とも御相談

させていただきながら検討していまいりたいと考えております。 

 水産課からの報告は以上となります。ありがとうございました。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 ただいまの「魚道の設置について」の報告につきまして、御質問や御意見などがあり

ましたらお願いいたします。はい、どうぞ。 
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○平井 

 水産課の活動について、御説明ありがとうございました。 

 「魚道の設置について」ということで、基本的に伺いたいことがあるんですけれども、

まず、資料－１の図なんですけれども、このグレーで描かれているところが設置されて

いるもので、赤は設置予定のものなのでしょうか。今後の例えば５年間、魚道をどうす

るのかという短期のスパンでの魚道の設置について、図と併せて御説明いただきたいと

思います。また、アユの遡上の量が微増しているということなんですけれども、一般的

な知識として、アユは生まれたところに戻るという習性があるやに聞いているんですけ

れども、上流での放流活動ということについては、水産課としてはどのように把握して

おられるのか。上流での放流がないのに自然のまま微増という形であるのか、その辺の

アユの行動動態について御説明いただきたいと思います。 

 また、４ページ目の「京の川の恵みを活かす会」の魚道設置費用なんですけれども、

これは会の魚道設置費用であって、京都府が抱えている経費や労力の負担については書

かれていないのですが、その辺について具体的に御説明いただきたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○坂上（京都府農林水産部水産課） 

 まず、１点目ですけれども、今現在設置しております魚道につきましては、資料１ペ

ージの図の方、①の三条落差工と②の丸太町落差工と③の荒神口落差工になっておりま

して、こちらの３つについては、先ほど申したように、シーズンごとに設置して、撤去

してということを繰り返しております。左上の方の葵橋のところに、こちらについては

石積みの魚道を、平成29年度になりますけれども、設置させていただいていまして、こ

ちらは半ば常設の魚道になっております。 

 ２つ目につきましては、上流での放流活動ということですが、今のカウントの数につ

きましては、漁協さんの方で放流されるアユの量ということではなくて、海産、海から

上がってくるアユをカウントさせていただいているということになります。先ほど、ア

ユは生まれた川に上ってくるという御発言がございましたけれども、サケと違いまして、

必ずしも生まれ育った川に上がってくる性質がある訳ではどうもないようです。 

 あと、魚道の設置費用のところにつきましては、こちらに書かせていただいている数

字は「川の恵みを活かす会」の設置費用ということで書かせていただいているんですけ

れども、財源としましては、京都府と京都市もそうですけれども、水産多面的機能発揮
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対策事業という国の交付金がございまして、これプラス、府なり市の財源を組み合わせ

た形で負担させていただいているというところでございます。 

○平井 

 ありがとうございます。 

 具体的にお幾らかかっているんですか。毎年３か所のみの臨時の魚道の設置というこ

となんですけれども、その費用がここに書かれていないので、それをお示しいただきた

いのと、１ページ目の魚道の設置の図なんですけれども、これは常設と臨時と、あと、

赤いの、その辺の魚道の設置について、もう少し分かりやすい図なり説明なりを追加で

お願いいたします。 

○坂上（京都府農林水産部水産課） 

 失礼します。図の方ですけれども、赤い２本の線がございますが、出町橋というのは、

この辺りまでアユが遡上してきている目印ということでつけさせていただいていまして

その上の葵橋のところは、石積みの魚道を少しコンクリートで固めたものになるんです

けれども、設置させていただいているということで、この①から③とは少し区別した形

で記載させていただいております。 

 費用につきましては、これは先ほど申しました財源の内訳でかかっている費用の全て

ということになっております。以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。他に。はい、どうぞ。 

○澤 

 すいません、加茂川漁協の澤です。 

 さっきの簡単な補足として、アユの性質なんですけども、アユは、基本的には母川回

帰といって、生まれた川に戻る性質をそんなに色濃くは備えていないのと、基本的には

そのときの条件に合った川に戻るということなのと、あと、放流のことなんですけど、

知っておられる方も多いと思うんですけども、アユは大きく日本に２種類いて、「湖産

アユ」というのと「海産アユ」と言われるのがいて、湖産というのは、例えば琵琶湖と

かに流入している河川で、ああいう淡水の中で全部完結するやつと、小さい卵で生まれ

たときに海に帰って戻ってくるやつがいて、ほんで、今、我々が放流しているアユが琵

琶湖産内なんですよ。だから、基本的には、これは放流して産卵しても、海に下って再

生産できないことになっているんです。ほんで、うちらも、実際そういう意味では、再
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生産につなげるために海産由来という海から遡上したアユを採っている組合とかも他府

県にあるので、そういうとこから購入して放流するのも１つの手なんやけども、この海

産種苗というのがなかなか手に入りにくいのと、あと、今までのアユの性格が海産と湖

産と違って、琵琶湖産のほうが友釣りに適したそういう、攻撃性が高いというか、よく

けんかするんですよ。ほんで、友釣りでよく釣れるというので、昔から日本全国、琵琶

湖産のアユを、ほんまに本州なんか、ほとんど全域、琵琶湖産のアユを、わざわざ琵琶

湖から採って運んでというのをやっているぐらい琵琶湖産のアユには友釣りの魅力があ

るというのでやられていて、それでもやっぱり最近いろんな河川で、昔にアユの冷水病

というのが流行って、ものすごく死んだ時期があって、それ以降、やっぱり海産の方が

冷水病に強いということが言われて、海産を放流することが増えてきて、最近全国的に

は琵琶湖産の放流は減っているのかなと思うんですけども、そんなこともあって、アユ、

今うちらが放流しているのはあんまり再生産につながる可能性は薄いんやけども、今の

この淀川流域に関しては、淀川大堰があって、その淀川大堰から結構広い淡水域がある

んですよ。そこで僅かながら育って上がっているんじゃないかということも言われてい

たりするので、今後うちらも海産アユを入れたりして、もっと戻ってくるような協力も

できればなとは思うんですけど、前から言うてるように、鴨川にはようけ落差があって、

実際に放して稚魚がかえっても、なかなか戻ってきにくい状況でね。こうやってうちら、

魚道をつけさせてもうて大変ありがたいことで、ほんで、今、出町まで来ているんです

けど。できたら、昔の人がよく言う「昔は貴船や鞍馬までアユが上がった」という、そ

ういう時代に戻ればいいんじゃないかなと思って。これからもそやし、戻ってくるよう

な種苗が手に入れば、またそういう放流とかも考えていろいろとやっていきたいと思い

ます。 

○金田座長 

 ありがとうございます。戸田先生、お願いします。 

○戸田 

 ３ページの資料で、アユの遡上量の表があるんですが、淀川大堰から遡上してくる魚

が多い年は鴨川にもたくさん同じように比例した形で上がってくるのはよく分かるんで

すが、この今井堰のところでアユが実際どれだけ上ってくるかということは、どのよう

にして推定されているんですかね。その推定の仕方を教えていただきたいんですけど。 

○坂上（京都府農林水産部水産課） 
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 今井堰での推定の仕方ということですけれども、こちらは、「京の川の恵みを活かす

会」のメンバーの方が、実際に遡上の状況をカウントされています。もちろんアユの遡

上の時期全てにわたってそういった観測を続けるわけにはいきませんので、令和３年度

でいいますと、大体30日程度、実際にそういったカウントをされまして、それにシーズ

ンの期間を掛け合わせて、実数にそういった係数を掛けて推定した数値ということにな

っております。 

○戸田 

 じゃ、実際には32日間計測されて、どれだけ魚が上がったかというデータはあるんで

すよね。それを基にして、割増しというか、その延長線上で推定されているということ

ですか。 

○坂上（京都府農林水産部水産課） 

 そういうことになります。 

○戸田 

 分かりました。ありがとうございます。 

○金田座長 

 いかがでしょうか。他に御質問、御意見など。 

 お願いします。 

○西山 

 失礼します。私もこれを読ませていただいて、たくさん上がっている年はアユもたく

さん上がってるんやなと思いました。対応の方向性の方で、魚道を通年設置できればと

いうので、冬季におけるハエ（オイカワ）の生息域拡大にもつながると書いてあると思

うんですけれども、他にもヨシノボリとか、子供が２年ぐらい前に大阪湾と鴨川で行き

来する可能性のある魚を自分で調べてはったときに、もっとたくさん魚がいたなと思い

ながら聞かせていただいていました。だから、子供たちが川でいろんな学びをする可能

性を広げるためにも、この魚道の拡大、通年設置もあったらいいなというのを思ってい

ます。 

 あと、もう１つ、お話を聞いていて思ったんですけど、今年、秋ですかね、子供がア

ユの産卵する場所って鴨川のどこにあるんやろうというので、いろんな川の底を、上の

方から下の方までずっと探して回って、11月ぐらいかな、なかなか見つけられへんかっ

て、結局どこら辺で産卵してんねんやろうなというのがハテナで終わってしまっている
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ので、今年もまた続けて調べたいなと本人は言うてるんですけど、産卵の場所も魚道と

一緒に、何か産卵しやすい場所づくりというのも鴨川の中で、鴨川を整備していかれる

中でちょっと考えていただけたらうれしいなと、感想なんですけど思いました。以上で

す。 

○金田座長 

 はい、どうぞ。 

○澤 

 すいません、産卵場所なんですけども、過去の調査の実績からいうと、団栗橋をちょ

っと上がったとこら辺に堰堤があるんやけど、団栗橋からその堰堤までの間の砂州で産

んでいた実績と、やっぱり一番鴨川流域で多く見られるのは、勧進橋より下流、水鶏橋

付近が特に多いんです。ただ、これ、去年なんかはアユの産卵時期には実はうちが網の

解禁をすることで、ほとんど網で採ってしまう状況があって、せっかく上ってきたアユ

を採り切って来年につなげられへんというのが非常に残念で。ただ、これも網漁を楽し

む人もいて、料理屋さんとかも中には待っているとこもあったりする中で、なかなかこ

れを完全に禁止するのは難しいんですけど。今まで刺し網とかいうて、ばーんと張って、

川をずばっと分断してしまうような網の張り方をする漁法があるんやけど、そういうの

は今後なくしていって、ぱっと投げる投網というて、それやったら全部が全部採り切る

ようなことはないので、そういうものだけにしていこうかなと。いろいろとそういうや

っぱり保護する方向で、規制やらをかけて、ほんで、そういう親魚がいいひんところで

産卵場を何ぼ整備してもしゃあないので、そういう守りながら増やしていくというのを

極力今後うちの漁協としても、ルールづくりを考えていきたいと思っていますので、ま

たよろしくお願いします。 

○金田座長 

 いかがでしょうか。他に御質問など、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。そうすると、魚道の設置に関わる議事は取りあえずここで区

切りまして、２番目、「鴨川三条大橋下流右岸における照明施設の設置について」です。

事務局の方からまず報告をお願いします。 

○中村（京都府建設交通部河川課参事） 

 お手元の資料－２を御覧いただけたらと思います。 

 それでは、有識者メンバーの杉江貞昭様から説明をお願いいたします。 
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○杉江 

 「鴨川を美しくする会」の杉江でございます。 

 皆さん御存じのとおり、昨年の５月10日に、ちょうど朝、四条大橋右岸の階段部分に

ごみが散乱ということになりまして、急遽これは大変と以前にもあったごみの不法投棄

がまた再燃するんかと思い、即座にマスコミ等々に情報を流して抑止できるようにと思

って頑張ってやっておりまして。ちょうどこれは今の緊急事態宣言という中でもありま

したので、翌15日から、京都府、京都市、そして、京都府警の合同パトロールというこ

とで、夕６時から土曜日に外飲みの自粛と、そして、我々はごみのポイ捨て禁止と御池

と四条間の清掃活動を毎週土曜日６時からメンバー有志で６週間にわたり活動させてい

ただきました。 

その当時は、その時間というのは特に週末になってくると、それこそ座る場所がない

ぐらいに皆さん方、鴨川の護岸のところにお座りになって、飲食なり観覧を楽しんでお

られたという状況でございました。 

 そういったことをずっと続けてきて、また、その後、ずっと早朝清掃ということで、

当会の会員が早朝に下流の方から特に三条、四条間で清掃活動をしてくれまして、そこ

の中でちょっと目立ったやつを抜粋して載せておるんです。一番最新のでは、これはお

ととい16日まで、14日から16日の間の状況です。実はそれの前に、去年の暮れ頃から京

都府さんと京都市さんの方にお願いしまして、何とか三条ゲートのスロープの辺りを照

明で照らしてくれないかということを要望してきて、この11日の金曜日にやっと点灯と

いうことになりました。それが今の資料－２のとこの部分ですけど、当然このときはも

うほんまにきれいな状態でしたんですけど、これを点けることによって鴨川に来られる

方の良心に訴えて、きれいな環境を保っていきたいという願いを込めておったんですが、

相変わらずごみの不法投棄が始まりまして、ずっとほとんど毎日ごみが投棄された状態

で、それが次の方の今の最新の３月14日からの16日間の状況でございます。ですから、

何とかこの状況を打破したいと思っておるんですけども、地域のいろんな団体とも連携

を取ってやっておるんです。   

ほんで、特に３月11日のときは点灯するに当たって、所管である警察の方で、中京警

察署が所管になりますので寄せていただき、こういう状況で明るくなると防犯にもつな

がるから、ぜひともこの活動に協力してくれということで訪問させていただきました。 

結果、了解ということで、当日、たしか警察官５人か６人に来ていただき話をしてい
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まして、何とか飲食等々をやっている方がおられると、注意喚起をやってほしいと。基

本的にやはり声かけをしてもらって、場合によってはこれはルール違反ですよという形

で、何とか汗をかいてほしいということでお話はさせていただいたんです。 

そら分かったということで、パトロールを強化しようということになった訳ですけど、

恐らく終わった後やと思います。12時を回ってからやと思うんですけど、明くる日、相

変わらずやっぱりごみが出ておりました。 

 そんな状態で、今後はどういう対応がいいかなと、人の心に頼っていくのももう限度

があるなと思ったりはしております。以前からいろんな話が出ておりますけども、やっ

ぱり実効性のある罰則、そういったもんを京都府さん、京都市さん、そして、京都府警

と、それぞれ連携していただき、何とか鴨川からごみをなくすような環境づくりに邁進

していただきたいと、こう願っておる状態です。また、この府民会議の委員の方々にお

かれましても、何かいい知恵があれば提示していただければありがたいと思っておりま

す。以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 何か御質問や御意見、今、それからお求めでありました。はい、どうぞ。 

○田中（真） 

 相変わらずごみの問題は深刻な、こういう京都のような観光客の多いところでは、人

が増えるに従ってごみは増えていくというのは大変な問題で、どこでもそうなんでしょ

うけど、ただ今回ちょっと問題があるのは、実は河川整備計画の中で、パブリックコメ

ントの対応として、実は高水敷につきましては、洪水の水を流すためのところであって、

積極的に照明をつけてまで夜間人を通すとか案内するとかいうのは基本的にしないこと

になっているんですが、これを基本としている場合、この問題にどのように整合性を持

たせてこれをやるのかどうかということを１つ考えていただきたい。というのは、昨今

のように非常にピンポイントで雨が降りますと、例えば夜など特に上流で想定外の雨が

降ったりすると、今言っている危険性が頻繁に出てくると思いますので、その辺の整合

性をやっぱりきちっと整理してからこれは考えていただきたいと思います。以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 何か事務局のほうで御返答していただくことはありますか。この点灯については、も
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ともと整備計画との整合性という点で、どのように御検討された結果であるということ

を御説明いただければと思うんですが、はい、お願いします。 

○杉江 

 この照明の設置については、河川敷の中に設置したわけではありません。あくまでも

道路側の京都市さんの公園の街路灯に設置して、照明を照らしています、あくまで実証

実験という形です。ごみの不法投棄、それが少しでも減るようなら良いのではないかと

いう思いで設置を頼んだわけなんです。それはやはり、明るいとごみをほかす行為が多

少なりその人の心に良心があったら咎めると思うんですよ。だけども、そんなものどう

でもいいというんだったら、また従来どおり消したら済む問題ですのでね。要は、何か

手を打たんことにはこれは永遠のテーマやと思うんですわ。 

その点を皆さん方も踏まえて、いい御意見をほしいと思っています。 

○金田座長 

 はい、どうぞ。 

○丸尾 

 これだけたくさんのごみを、京都の人だけじゃないと思うんですね。大阪とか神戸と

か、いろんなとこからここに来てはる方が持ってきはったごみやと思うんです。 

これをまた阪急電車とか京阪とかの電車で帰らはる人がそれを抱えて持って帰らはる

ということは何かイメージとして浮かばないんですね。私がこの間、一度、１回しか見

ていないんですけども、セブン－イレブンやったと思うんですけど、そこの前に機械が

設置されていまして、それで、そこで買ったペットボトルか何かをぽとっと入れるとポ

イントカードにポイントがつくような、そういうものを男の人がしてはったんです。私

もバスに急いで乗らなあかんかったので、ゆっくりは見ていないんですけども、例えば

ペットボトル１つ入れると何かポイントがつくとか、何かすればこんだけたくさんのペ

ットボトル、例えば子供なんかでも、ちょっとお小遣いが欲しいなと思ったら、それを

ポンポンポンと入れると50円とか100円とかになるとか。 

 私、根本的には日本人ってこういうのも、とても嫌やと思うんです。サッカーの国際

試合なんかを見ていると、わざわざ大きい袋を持って、日本人の観客席の人はみんな自

分たちの出したごみを持って帰らはるというのをニュースで取り上げていて、日本人は

きれい好きやし、礼儀があるという国民性というのが世界に発信、あのサッカーの後始

末の場面だけでも、日本人のとてもいい面を世界に発信していると思うんですけど、こ
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のごみの散乱具合を見たら、京都は何なんやろうと思われるような気がするんです。何

かこれだけのごみをなくそうと思うと、それを受けるものをつくらないと、このごみは

Ａの地点からＢの地点へ行って、またＢからＣのところへ行ってという、ただ、ここだ

けきれいになっても、またどっかで町の方の駅の周辺にばーっとあるとか、根本的なこ

とがなくならないので、きちっとこれを最後までなくすところまでの計画を立ていない

と良くならないと思います。すいません、まとまった話じゃないんですけど。 

○金田座長 

 他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○田端 

 失礼します。２点ありまして、１つは、まずごみの問題なんですけども、ごみは恐ら

く、ごみというか、飲食したごみが多いと思うんですけども、それをしている方の気持

ちにしたら、恐らく終わった後、川に投げてへんから、ここに置いて帰るぐらいのつも

りで彼らはやっていると思うんです。その中で、置いておいたら誰かが取ってくれるだ

ろうという軽い気持ちをすごく持っているんですよね。だから、それはある意味犯罪だ

というぐらいのとこら辺のメッセージ性を持たせて、自分らは法を犯してんねんやなと、

軽い気持ちでやったのが全然これは大きな間違いやということと、もう１つは、実はこ

の高水敷護岸のところに置いて帰ってこれはたまたま美しくする会の方が拾っていただ

いているんできれいなんですけども、このまま置いておいたらどうなるかというたら、

雨が降って川に流れて、行く着く先は私はちょうど伏見で会社をやっていますので、鴨

川と桂川の合流の中州のところにすごい溜まっているんですよね。１年に一遍ほど行く

んですけども、すごいこういうプラスチックの容器とかそんなんが溜まっています。実

際、拾ったら、そら100人近くでいつも毎年やるので、そのときに集めた数を見るとすご

くなるので、軽い気持ちでやっている人に、これだけ流れたらこう行き着いて、ここに

これだけあるというとこら辺のメッセージ性も分かるような、あなたが軽い気持ちでや

ったことがこういう結果になるよというとこら辺が見える形のものを１つつくっていた

だければなと思います。以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 中村さん、手を挙げておられませんでしたか。 

○中村 
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 失礼します。杉江さん、これはイベントの後か何かなんですか。毎週、例えば月曜日、

こういう状態なんですか。 

○杉江 

 はい、毎日ですよ。 

○中村 

 毎週。 

○杉江 

 ゼロというのはまずないです。 

○中村 

 ゼロはないにしても、イベントのじゃないの。 

○杉江 

 いえ、違います。そら各自では小パーティーをやってはるんかもわからんけど、イベ

ントなんか、一切ありませんよ。 

○中村 

 イベントではないところで、月曜日ですよね、多分。日曜日の明くる日、月曜日にこ

ういう状態なんですよね。 

○杉江 

 実質は、あいの日に。 

○中村 

 あいの日ですか。 

○杉江 

 あいの日に清掃活動をしております。だから、日曜日はしておりません。通勤のとき

にやってもうてますから。ですからこの場合、写真、14日ということは月曜日ですから、

13日の夜ということですわ。 

○中村 

 ということは、平日ということですか。 

○杉江 

 この月曜日の14日の写真というのは、だから、13日の夜から、これを拾ったのが朝で

す。これ、全部暗いのは、スマホが、まだ夜が、いつも出はるのが３時過ぎ頃からです

から、みんな暗いんですわ。 
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○中村 

 いや、鴨川はしょっちゅう歩いているんですけど、歩いているというたって、バード

ウオッチングをしているんですけど、ここまでごみがあった状態を見たことがない。 

○杉江 

 これは右岸のスロープを下がったとこですわ。土木遺産の碑があるとこです。これ、

左側。右の写真は。 

○中村 

 分かります。 

○杉江 

 ですから、うちの会のホームページを見てもうたら分かります。全部ずーっと、日に

ちを書いたごみ袋で全部載っておりますから。それの中で、ここ最近の抜粋したのを掲

載させてもうてるということです。 

○中村 

 抜粋したものをね。いや、実は、もし、もしね、平日やったら全然問題ないんですけ

ど、イベントの後やったとしたら、イベントの主催者が絶対にごみ箱を置くべきやと思

うんですね。例えば、私がこのイベントに参加したとしてタコ焼を食べますよね。その

かすを鞄の中に入れて持って帰れと言われたら、ちょっと困るなと思って。イベントの

ときは、ごみ箱を置いてほしいなと思ったんです。 

 というのは、赤穂に12月14日に義士祭というのがあるんですよね。私は友達に誘われ

て行ったんですけど、道が普通に歩けないぐらいギュウギュウなんですけど、ごみが落

ちていないんですよ。お昼がもちろん済んでからなんですけど。それで、何でこんだけ

人がいはんのにごみが落ちていないのかなと思ったら、各ブースが出ているそのブース

と同じぐらいの大きさのごみ箱が置いてあるんです。そこへ皆、自動的にポンポン捨て

るんですよね。だから、イベントのときはやっぱり主催者がごみ箱は設置すべきじゃな

いかなと思いましたけど、これは平日やったら問題外です。 以上です。 

○杉江 

 特にひどい時は、雪が降っている時でも橋の下でごみが散乱ということが何ぼでもあ

りましたし、これから温くなってくると、また夏に向かってものすごい激しくなると思

います。ほんで特に困るのは、いわゆる食べ残しがすごい多いんですわ。そうすると、

ごみ袋１枚ではカラスが突いて、破って、ものすごく散乱するんですわ。だから、そう
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いう食べ残しのある分は、それにまだ分厚い透明の袋でカバーしてくれということを担

当には指示はしておるんですけどね。そうすると、少しは止まりますけど、これから夏

は大変ですよ、それは。 

 だから、我々も長い間鴨川納涼とか鴨川茶店をずっとやっておりますけど、必ず言う

て、分別収集なりを全部やっておりますので。今、例えば、具体的にこれは14日月曜日

ということは、13日の夜、13日日曜日、京都土木さん、何かイベントは入っていました

か、この界隈で。多分入っていないと思うんですけどね。私はずっと、朝起きたら必ず

データが送られてきますから見ますけど、やはり昨日の晩雨が降ってへんな、ちょっと

温かったなと思ったときは、一発ごみが物すごい散乱ですわ。だから、今まではＡ４の

ここの中で大体３日か４日ぐらい集約できたんやけど、散乱しているから、これを見て

下さい。14日と16日の間だけでもこんだけある訳やからね。だから、今度どんどん夏に

向かっては、ほんまにお金もこれだけ貯まるとええねんけどね。ほんまに哀れなもんで

すわ。そういうので、皆さん方にどうしたらごみを減らせるかということを、やっぱし

知恵を貸していただきたいと、そう思っております。 

○金田座長 

 はい、どうぞ。 

○平井 

 平井です。 

 鴨川条例においては、対象区域が鴨川と高野川になっております。常備されている資

料を見ますと、双方ともたくさん橋があって、観光地も接しております。これらの鴨川

の流域に関しては、河川課が毎日パトロールをしていると聞いています。ただ、そのパ

トロールの状況の報告についてホームページには掲載されておりません。河川課はこう

いうコロナになって、テイクアウトで、皆さん外で食べてくださいという、プラスチッ

ク容器もどんどん使って、３密を避けましょうみたいな今のコロナの状況の中で、河川

課として地元の例えば三条大橋だけじゃなくて、この鴨川条例に係る高野川、鴨川流域

について、どういうふうにプラスチックごみ、食べ残しごみ、放置ごみをどうすべきな

のかということは、毎日のパトロールをしている中で、何かやっぱり対策を講じなけれ

ばならないと思うんですけれども、今の話を聞いていて、鴨川三条大橋に係る専門委員

さんとその会のお力、市民、住民の力に頼り切っていて、河川課は一体何をしているの

かと大きな疑問がわいたんですけれども、その辺、このコロナ禍において、鴨川、高野
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川をパトロールしてきた河川課の担当者のお話を伺いたいと思います。 

○金田座長 

 河川課か京都土木か、ちょっと分からないんですが、どちらか。 

○小寺（京都土木事務所施設保全・用地課長） 

 失礼します。京都土木事務所施設保全・用地課の小寺でございます。 

 鴨川と高野川につきましては、１年のうち330日ほど清掃業務に入っておりますので、

基本的には日中におきましては、ほぼごみは片づけられているのかなというとこで思っ

ております。ただ、朝見回りに行かれたときとか早いときにおきましては、先ほど杉江

さんの方からありましたとおり、ごみが散らかっている状況になっています。基本的に

は、団体で飲まれている方とかがありましたら、コロナの見回りの時もありましたので、

ごみの方は持ち帰っていただきたいという声かけはしている状況になっております。以

上です。 

○金田座長 

 はい、はいどうぞ。 

○諏訪 

 ありがとうございます。 

 諏訪ですが、今、じゃあ、これ、捨てている人と直接のコンタクトがあるということ

ですよね。つまり、どういう人が捨てているのか。このごみの写真からですと、お酒が

かなり、空きボトルのような形で発見できるので、酔っ払いがどれぐらいいるのかとか、

それから、県外からなのか、それとも近隣の人なのか、何歳なのか。どういうプロファ

イルの集団なのかというところが、直接の情報として大体お分かりになってらっしゃる

のかな、どうなのかなということがまず１点。 

 それから、すいません、どういう条例の状態になっているか把握していないんですが、

例えばＣＣＴＶのようなカメラの設置というものが、プライバシー保護を念頭に入れた

上で、例えば社会実験的にでも置くことによって抑止効果が発生するかどうかの検討な

どはなされているのかという、この２点をお願いいたします。 

○金田座長 

 いかがでしょうか。お願いします。 

○小寺（京都土木事務所施設保全・用地課長） 

 すいません、こういう飲み会をされている方というのは、我々の巡視員が回っている
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時間帯ではありませんので、把握はしておりません。ただ、コロナの夜の見回りをして

いる時には、やはり若い方とか外国の方とか、そういうことは把握していたんですけど、

通常につきましては把握をしておりません。また、今言われていました実証実験ですが、

カメラを置いたらどうなるかとか、それについてはまだやったことはございません。 

○諏訪 

 では、すいません、引き続きですが、どういう人が捨てているのか分からない中でい

ろいろと対策を考えるのは少し五里霧中な雰囲気になりかねないかなと思うものですの

で、プロファイリングをしっかりやっていくという現状把握、これは必要であろうと考

えます。 

 それから、ＣＣＴＶの設置、これももし本当に社会実験としてでしたらば、恐らく照

明実験と同様に検討することは可能かもしれないなと思っておりますし、その状況にお

いては、例えば罰則規定との連携ですとか顔認証であるとか、そういったこともします

と、実効性のあるものになるのかもしれないという印象持っております。 

○金田座長 

 はい、どうぞ。 

○杉江 

 河川敷で飲み食いをなさっている方というのは、圧倒的にやっぱり若い人が多いです

ね。これからの温くなってきたシーズンは、現場の意見が全部入ってくるんですけど、

情報として、大体、定期的に三条大橋スロープを下りたとこの小橋の方ですね、みそそ

ぎ川の方の。そこの上で外国人が、大体12～13名ぐらいが輪になって宴会という状況が、

それは大体定期的に出てくるということの報告は聞いております。そんなので、あとは

今日、実は朝のデータを見てびっくりしたのは、二条大橋の今度北側に大分ありました

ね。今まで大体三条と四条間が圧倒的でしたけど、ちょっと増えてきたな。そして、も

っとこれからそれこそ温くなると、時々、北行担当の人間が五条から三条まで行ってく

れているんですけども、あれは佛光寺のゲートを出て上がったとこら辺、あの辺と、そ

して、ちょうどあれは松原橋ですか、あの辺にも結構あるということを聞いておるので

ね。だから、今でこんな状態なので、この状態ということは、それこそもっともっと。 

 ほんで、特に卒業とか入学とかになると、学生たちもようけ出てくると思っておるん

です。特に我々としても、学生関係にいろんな面で活動に参画してもらって、現状はこ

ういう現状やということで結構告知はしておるんですけど、京都は学生の町と言われる
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ぐらいたくさんの大学がある訳なんですけど、私もここの委員の方の同志社女子大の齋

藤先生やらとも、いつも学生たちに対する鴨川の美化活動の啓発を兼ねた広報活動、そ

ういうのはやらせていただいておるんですけど。これからもどんどんと、やっぱし京都

に来られている大学生に対して河川美化を訴えていきたいとこう思っております。 

○金田座長 

 他、はい、どうぞ。 

○川﨑 

 ありがとうございます。 

 杉江委員の方で今までも報告があって、この照明以外にも大きな看板をつけ赤い字で

厳しく書いたりいろいろしてきたんですが、なかなか効果がないということで、特に、

朝７時ぐらいですかね、早朝のごみが非常に多いということで、次々対策を打ってきた

ということだと思います。それで、先ほど杉江さんからも御報告がありましたように、

ここで検討していたのが若者のごみ投棄が多いだろうと。でも、その若者は相当やんち

ゃな若者とは限らなくて、暗いからつい捨ててしまうという、持って帰るのはあれだか

らという人たちも結構いるのではないかという推定の下に、環境心理学とかで防犯とか

そういうものをするときに見られていると、恥ずかしさを持てば、恥ずかしいという気

持ちがわけば、それを持って帰るのではないかという話があり、これを社会実験として

一遍やってみようということです。次々と対策を打ってきた一環の中で、１つこれを対

策としてやってみようということだと私は理解しています。 

 その時、先ほど丸尾委員が言われたコンビニとの連携というのはすごく面白いアイデ

アだと思っていて、さっきホームページを見ていたら、セブン－イレブンがペットボト

ル５本でｎａｎａｃｏポイントが１ポイントつくというようなことをやっている。ただ、

これを見ていると、ペットボトル以外のお弁当というのはやっぱり残飯とか何かがある

せいか、なかなかそれはやられていなくて、この機械をセブン－イレブンに協力しても

らうような形で、もう少しこっちの道路側のところに置いてもらえないか。管理の問題

があるのでちょっと難しいかもしれませんけど、これをやるだけでもペットボトルが少

なくなるだけでも大分少し量が減るのかなと思って見ておりました。 

今後そのような働きかけをセブン－イレブン側に言うのと、それから、ペットボトル

以外のお弁当の部分なんかの残飯処理なんかも機械的にやれれば、店舗の方でうまくそ

ういうことがやれればいいですし、そこは、そういうことをやっていただいたらという
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ことであると。それを宣伝効果としてやってあげると、お店の方にやっぱりインセンテ

ィブがないとこれは駄目だと思いますので、そういうアイデアも含めて一度やってみる

価値は非常にあるなと思って、面白いアイデアと思ってお聞きしておりました。以上で

す。 

○金田座長 

 どうぞ。 

○西山 

 失礼します。 

 私はいろいろお話を聞いていて、このプリントで見ていると、３月16日の水曜日午前

７時に撮影された一番左の写真を見てびっくりしたんですけど、これってマルゲリータ

か何かいうピザで、これは焼かんと食べられへんもんやと思うんですけど、これを川で

焼いたのかというのが１つ疑問に思い、それと、このブリーチという箱もこれはどうい

う経緯で持ってきはったんかなというのがすごく不思議なので、何か他のごみとまた違

うのかなというふうに、だから不法投棄というか、ここで食べはったのをほかさはった

のか、家で食べたのをここに持ってきてほかしたのかという、また違うごみの質なのか

なというのを思いながら見ていました。 

 あと、それと、私が思っていたのは分からないですけど、私は出町柳の近くに住んで

いて、今からの季節って大学生がみんな新歓とかで、三角州のとこやらでたくさんお食

事をしはったり楽しく過ごさはる時期が来るんやなと思って、朝から昼から夜から、す

ごく楽しく過ごさはんねんやろなと思いつつ、あの子たちもいろんなサークル活動でい

ろいろ活動をしてはって、そういう活動をするときって、私、大学の頃を思い出してい

たんですけど、やっぱりサークルの活動報告とかいろんなことを学生課に提出したり、

ちょっとお金をもらったりする時にこういう計画をしますというのを、私はクラブだっ

たんですけど、そういうのをしていたなと思うので、もし、たくさんここにも大学の先

生がいらっしゃいますけど、学生課の方とかに提案して部費とかをあげる時にごみ袋み

たいなんもあげて、いろんな活動をすると思うけどどこへ行ってもちゃんとごみを持っ

て帰ってきなさいねというので、ごみを渡してちゃんとやりましたという写真とか、子

供たちは写真を撮ったりすぐできると思うので、そういうのをちゃんと報告に上げて、

それができたら、ようできたねというので、また来年の活動につなげていけるというの

も、大学の学生課の方とかに直接お話しされたり、いろんな先生方に御協力いただいた
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ら子供たちにもっと響くというか、取組ができるんじゃないかなというのを自分の遠い

昔の学生時代を思い返して思いました。以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 これは大変な問題ですし、その対応は非常に難しいんですね。三条の場合は、前に、

道路の西側の方に自動販売機があって、その横にペットボトルを入れるようなものは設

置してあった時期があるんですけど、その周りが物すごいごみの集積場になってしまっ

て、そういう報告を何回か前のこの会議で報告していただいて、その後、今のような形

の問題とか、あるいは試みもあるんですが、ただ今のさっきからのお話のあったような

大学のサークルとか、そういうところのソフト面での働きかけとかいうのは今まであん

まりない御提案ですけれども、ともかく非常に難しい問題で、何とかなくすようにでき

ればいいんですけども、なかなか難しいというのが現状の認識です。 

 それで、これを今回だけで終わるという訳にはなかなかまいりませんので、もうちょ

っと時間を置いて、次の会議でももう一度取り上げさせていただくということにさせて

いただいて、今日のところは途中ですけれども、議論を中止させていただこうかなとと

思いますが。はい。それでは短くお願いします。 

○澤 

 すいません、これ、ごみ問題はずっとやられているんやけども、内容的に全く何も進

歩していないと思うんですよ。ほんで、やっぱり杉江さんとかも日々努力してずっとや

ってくれてはんのを行政側は何か、僕の目線としたら、行政は杉江さんとかがやってく

れるし、ええわみたいに指を加えて見てんのかなという感じがしてね。これ、実際問題、

多分捨てる人間って絶対いなくならないですよ。ゼロにはならへんし、ほんで、一定数

いるんですよ。ましてや、このコロナ対策のせいで外で食えというので、ごみを加速さ

せている現状がある中で、ほんで、ごみを見て、ごみが増えたのは人が増えたのか、そ

ういうコロナの対策のおかげで人の数の割にはやっぱりごみが増えているのかどうか分

からへんですけど、そんな中で、ごみをなくすことは不可能。ほんで、取り締まること

も現実、行って、ほんで、ごみを横に置いておるやつを見つけて、「おまえ、捨てんな」

と言うて、それが、そのまま誰かが見てへん間に帰りよったら、それを捕まえることも

できひん。 

 そんな中で、やっぱり俺が思うのは、もう行政が、特に市街地なんかは夜でも回って
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回収して回る、これしか最後の手段としていないんかなと思って。予算とかの問題があ

るんやけども。やっぱりそういう方向に、杉江さんとこみたいに、民間のボランティア

に任して横を向いているような感じがするんやけども。そやし、行政として積極的にご

みを回収していこうという考え方はないんか、今度また、そのうち、そういう方向も答

えがほしいなと思うんですけど、また先の話として、よろしくお願いします。 

○金田座長 

 今日この話を続けると、他の議論ができないので、大変恐縮ですけど先送りさせてい

ただきます。それでは、３番目の議事に入りたいと思います。 

 「２万人の京都クリーンｍｏｖｅｍｅｎｔ事業への協力について」ということですが、

事務局の方から説明お願いします。 

○中村（京都府建設交通部河川課参事） 

 お手元の資料－３を御覧いただけたらと思います。 

 本日は、京都府循環型社会推進課より田中参事が来ております。それでは、田中参事、

よろしくお願いします。 

○田中（京都府府民環境部循環型社会推進課） 

 皆さん、こんにちは。京都府循環型社会推進課の田中と申します。 

 これからの話は、鴨川に直接ということではありません。河川清掃に関連してという

ことで事業のお願いになりますが、お聞きいただけたらと思います。 

この４月１日から実施の予定で、２万人の京都クリーンｍｏｖｅｍｅｎｔ事業という

のを始めさせていただこうというところでございます。今お話にありましたところに関

連して言うと、ごみを拾ったことのある人はごみを捨てないという、そういうところに

つながっていけばいいかなと考えております。 

 まず、ページめくっていただきまして、１番、現状と課題です。クリーン活動をめぐ

る現状、課題につきましては、これまでから市町村、各種団体、企業などにより継続的

に取組をされているところかと思います。最近では、通勤等の日常の活動をしながらの

ごみ拾いであるエコウォーカーであるとか、あるいは、ごみ拾いそのものを競技のよう

にするスポーツごみ拾いなど、工夫した取組も行われているところでございます。 

 一方で、今もお話があったようなコロナ禍においては様々な変容がありまして、清掃

活動に関していうと、多くの人が集まる一斉活動が難しい状況でもあります。集団での

活動実績は減っておりますが、個人で活動される、そういったこともあるかと思います。
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そういった個人での活動を支援していくという問題意識でございます。 

 めくっていただきまして、次のページになります。 

 こうした状況の中で、京都府では、２万人の京都クリーンｍｏｖｅｍｅｎｔ事業を始

めていきたいと思っておりまして、他県で導入事例のあるスマホアプリを活用しまして、

個々の個人単位、あるいは清掃団体もそうなんですけれども、そういった清掃活動を見

える化することによって、個々の活動の輪を広げていけないかなと考えております。 

 実施に当たりましては、ポツ２つ目にありますが、実行委員会を設けまして、事業運

営に御協力いただくような形で、より多くの団体・企業などの参加が得られるようにと

いうことで進めていきたいと考えております。 

 続きまして、次のページになりますが、実際に使用するアプリケーションの方でござ

います。使用しますのは、スマホアプリのごみ拾いＳＮＳ、ピリカというものを使用い

たします。イメージとしては、下に図をお示ししております。こちらがピリカのポータ

ルの画面になります。特徴といたしましては、操作が簡単で、２番目にありますが、個々

の活動を見える化したり、データの共有の機能があったりします。３つ目として、ＳＮ

Ｓの機能がありまして、参加者同士の交流や情報共有、こういったものが図れるような

機能になっております。次のページ以降で、この（１）、（２）、（３）をそれぞれも

う少し具体的に説明いたします。 

 ページをめくっていただきまして、３－２です。こちらが実際にごみを拾って投稿す

るときの操作画面になっています。実際この活動に参加される場合は、アプリをダウン

ロードしていただいて、アカウントを取っていただく必要がありますが、アカウントを

取られて、取得して、パスワードを入力して入る画面がこの画面になります。「ごみを

拾う」のボタンを押しますとカメラの機能が立ち上がりまして、そこで集めたごみであ

るとか清掃活動の様子を撮影するという形になります。あらかじめ撮った写真もここに

添付することもできます。ごみの数や量、日時を入力しまして、位置情報については、

ＧＰＳが連動しますので、通常は何も入力しなくても、どこで拾ったかが分かるような

形になっていまして、あと、ＳＮＳの連携などもありますが、コメント、気づいたこと、

感想などを入力していただいて投稿するという形で、至って簡単にごみ拾いの活動を投

稿することができます。投稿したものは、先ほどのピリカのページで、通常、集計をさ

れて地図の上にプロットされるんですけれども、今回の事業では京都府の特設ウェブペ

ージを設けます。それが３－３、次のページの説明になります。府の特設ページを設け
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ることによって、京都府域全体でどれぐらいの数の方がいらっしゃるのかといったこと

を定量的に把握することができるようになります。この特設ウェブページの中では、幾

つかの見える化と発信が行われておりまして、吹き出しを順に御覧いただければいいん

ですけれども、ページのトップにはカウンターで参加人数と拾ったごみの数が表示され

ます。その下にマップがありまして、ここで位置情報も分かるような形になっています。

また、マップの右側はタイムラインになっておりまして、時系列で、一番最近入力した

ものが一番上に来てという形で表示される、ＳＮＳではよくあるデザインになっていま

す。その他に、カウンター値の時系列表示であるとかといった表示の機能もありまして、

見える化がされております。さらに、画面の下の方になりますと、今度は発信、あるい

は情報交流的な事項になっていまして、イベントの告知であるとか、参加された企業、

京都府域でごみを拾われた登録されている団体様、企業様については、ここに表示が載

る形で、事業に参加しているということが皆さん、御覧になられたときに分かるような

形になっています。 

 続いてＳＮＳのツイート交流の機能です。３－４になります。個々の投稿のところを

タップしますと、こういう個別の投稿の画面が開きまして、一番上は、もともとの投稿

のコメントなんですけれども、これに対して、アカウントを持っていらっしゃる全国の

方から、ツイッターでいう「いいね」と同様なんですけれども、「ありがとう」という

意思表示が示されます。さらには、文章で個別の元の投稿のコメントに対してコメント

をされることもありまして、こういった形で、アカウント所有者の間で交流が進められ

る、そういった設計になっております。 

 実際、ごみを拾って投稿しますと、本当に見ている間に「ありがとう」というのがぽ

こっとつく形になっていまして、１人でごみ拾いをしていても、それをちゃんと見て評

価をしてくださる人がいることが非常によく実感されます。私もやったとき、最初は、

これは何かそういう自動応答であるとかサクラのような、そういうことになっているの

かなと最初は思ったんですけれども、よくよく考えてみますと、やはり互いに拾ってい

る人同士交流しているということもあります。 

 もう１つは、このピリカのアプリの中で、それぞれ個人、アカウントの人たちの属性

として、他人への影響度評価というのがありまして、こういった「ありがとう」である

とかコメントをすることによって自分の評価がちゃんと上がるようになっている、そう

いう設計になっていまして、自然にこういった「ありがとう」やコメントが交わされる
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ような、そういう工夫がされております。このアプリ自体はごみ拾いの情報をやり取り

するという非常にシンプルな構造にはなっているんですけれども、クリーン活動を続け

ていく上で非常に活性化をするための大きな力になるのではないかなと期待をしており

ます。 

 今後についてですが、昨日、実は事業の開始につきまして記者発表を行いまして、事

業の開始期間は４月１日から、差し当たり１年間実施する予定でございます。情報発信

とＰＲに今後努めていまいりまして、ぜひ目標の２万人を達成していきたいなと思って

いますが、それ以外に一番下のポツのところに少し示しましたが、見える化等によって

データになる部分がいろいろあります。それを活用して、新しい取組であるとか展開に

つなげていけると非常にありがたいなと思っておりまして、そういったこともこの事業

期間中に検討していまいりたいなと考えています。他者に対する評価というのがこの事

業のポイントになりますので、期間の終わりにはこの事業の取組を大いに盛り上げてく

ださった方々に対しては表彰をさせていただきたいなと考えております。 

 １点、最後になりますけれども、この事業に関して、特に一つ一つの取組に最後まで

手当てをできる訳ではないので、例えば拾われたごみに関しては、基本的に皆さん、個

人の場合は自分でお家に持って帰っていただいて、お住まいの自治体のごみ出しのルー

ルに沿って処分をしていただきますし、企業・団体様の参加の場合も、自社廃棄物とし

て、法令に則って廃棄処理をしていただく、そういう事業のルールで進めさせていただ

こうと考えております。 

 以上で説明を終わりますが、実際にやっていただくと非常に面白さが実感されるかな

と思いますので、ＵＲＬ等はチラシの方にもお示ししておりますので、ぜひ一度御参加

していただけるとありがたいなということで、この報告を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

○金田座長 

 ただいまの２万人、２万人ってどっから出てきているのか分からないですが、「２万

人の京都クリーンｍｏｖｅｍｅｎｔ事業への協力について」の御説明に、私が変なこと

を言いましたが、質問や意見はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

○田端 

 失礼します。 

 非常にすばらしい事業やないかなとは思うんですけども、１つは、アプリ上で、先ほ
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ど最後に言われたように、たくさん投稿してもらった人にアワードとか、何かあればい

いなと思うのと、１つは実を言うと、写真を撮って最後に言われたように自分で持って

帰ってもらわなあかんというとこら辺の担保をするのに、このアプリ上の中に、ごみを

最後どう処理しましたかというとこら辺まで入れば、完璧に多分持って帰ってくれはる

と思うんですよ。その時に、ただ写真で上げるだけでは、やはり最後までほんまに持っ

て帰ったか、駅のどっかでほかしたやったらほかしたでもいいし、その辺のところが１

ついるのじゃないかなと思うのと、もう１つは、やはり僕も非常に思った、２万人って、

どっから京都の２万人が出てきたのかなと、それを聞こうと思ったんですけど、今、座

長が言われたので、もうそれは置いておきますが。もう１つは、先ほどから言われてい

ます鴨川のごみの話と一緒で、例えば投稿の場所が鴨川の三条大橋のあの辺り、例えば

あそこにローソンがあったんかな。ローソンの周りで非常に投稿が上がっていると、中

を見たら、何やローソンで売っているもんばっかりやないかなというとこら辺で分かれ

ば、逆にそれを販売している業者に、ここに実行委員会参加団体にセブン＆アイとか、

それから、ローソンが入っているので、そういうところに、実はあんたとこがその原因

をつくってんのちゃうかと。じゃ、その対応をどうするかというとこら辺まで言えるん

やないかなとは思いますので、その利用価値はやっぱりあると思いますので、その辺の

例えば情報の公開とか、そういうとこら辺もまた使わせてもらえればと思いますので、

いろいろ長々言ったんですけども、すばらしい事業やないかなと思いますので、以上で

す。 

○金田座長 

 ありがとうございます。他にいかが。はい、どうぞ。 

○柾木 

 ありがとうございます。柾木良好と申します。 

 このクリーン活動なんですが、私は北山におりまして北山協同組合のメンバーなんで

すが、毎月北山通をみんな有志で清掃活動しているんですね。既にそういうふうに活動

しているメンバー、団体でも、これにこれから加入というのかな、入ってもよろしいん

ですか。先ほど、鴨川のごみ拾いの件もそうなんですが、北山の店舗でヨガとかランニ

ングをやっているクラブがあるんですが、彼らはお客さんというのか、参加者の方と鴨

川のランニングをしながら、時々ごみを拾いながらランをするという企画もしていまし

て、そういうところにも声をかけたりしながら、団体として声をかけたいなとは思いま
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す。 

○金田座長 

 ありがとうございます。はい、どうぞ。じゃ、先に、そのお二人。 

○丸尾 

 さっきの川のごみに戻るみたいなことになると思うんですけど、二、三日前にテレビ

で、最初から見ていないんですけども、この中にも御覧になった方があるかと思います

が、東京か大阪かどちらかなんですけど、川の中を流れていくプラスチックごみの数を

数えるということを人間の目でやってはったんですけど、とても追いつかなくて、大学

のそういうＡＩを研究している方と共同で、二千何百種類かのごみの形をＡＩに覚えさ

せて、それで海に流れて出て行くまでの川のところにＡＩを見張り番のように置いて、

どれぐらいのプラスチックごみが流れて海に出ていくかということを調べてはるとこが

あるんですね。多分自治体やと思うんですけど。そしたら、本当にとんでもない小さい

ごみまで、そのＡＩはごみの色を全部画面の中でブルーの色にするんです。そしたら、

何か満天の星のようにブルーがばーっと出てくるときもあって、それ、田端さんが先ほ

どおっしゃったんですけど、ここの三条辺りのごみがどーっと流れていって、伏見の辺

でたまって、そのときに雨がだーっと降って、川の水が増水すると、それがだーっとま

た増水したときに限ってどんどん、ここの鴨川やったら大阪湾のほうに流れていくんで

す。そのたびに小さく小さくなって、網ですくってもすくい切れないような小さなプラ

スチックになって、本当に海の生態系が、よく魚とかクジラとか、そういう中からたく

さんのプラスチックが出てくるというのは、そういう今どれだけのごみが海の中にいる

ということが確実に分からないので、そういう研究をされていると思うんですけど、で

きるだけ本当にここの三条辺で集まるごみは三条辺できちっとストップさせないと、ま

たほんまにどんどん伏見に行って、大阪に行って、大阪湾に流れ込んでということにな

ると思いますので、最終的にここできちっと止めるという固い決意を持ってやらないと

海の中のプラスチックは止められないと思います。すいません、以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。引き続きお願いします。 

○宮下 

 すいません、私も勉強不足だと思いますけれども、この２万人の京都クリーンｍｏｖ

ｅｍｅｎｔ事業という内容がもう一つ理解できていないんです。それで、これはどうい
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う事業なので、また、どういう府の姿勢の中で位置付けられているのかということを知

りたいなと思っています。 

 それと、この事業内容というのはもう少し何か他のシステムというか、構想があるん

ですか。このスマホに向けた活動事業というのはそのうちの１つなのか、これが全てと

いうことなのかというところを知りたいなと思いました。 

 以上、よろしくお願いしたいと思います。 

○金田座長 

 説明をお願いいたします。 

○田中（京都府府民環境部循環型社会推進課） 

 皆さん、ありがとうございます。 

 まずは、最初の方から、持ち帰りの機能をピリカにつけてはどうか。これは当初の設

計にかかってくるので、委託先の株式会社ピリカになりますが、そちらの方にもそうい

う御要望があったことをお伝えしたいなと思います。 

 座長からも出ましたが、２万人の根拠になりますが、こちらは当課で把握しています

府内の清掃団体等の参加の実績の人数から少し高めのハードルを設定して設けた、事業

主体である私たちの目標という形かなと思います。参加延べ人数になりますが、大体人

口の１％程度というところで設定をしたというぐらいの根拠になってございます。 

 あとは、成果の返し方に関しても、今後事業を進める中で行っていきたいと思います。 

 参加できる資格等の話になるのかと思いますが、既存の団体の中で実施される清掃活

動についても、もちろんこれを何月何日に拾ったということで投稿していただくことは

全然できますので、可能ですので、大いに御参加いただけたらと思います。鴨川でラン

ニングをされている方がという話も割とよくお伺いする話でして、走りながら集めるプ

ロギングというふうにその行為の名前もついているぐらい割と皆さん、そういう形で、

運動しながらごみ拾いをされる方もいらっしゃるようです。 

 川の中のプラごみのケース、マイクロプラスチックのケースも、私もこれはうろ覚え

の記憶になるんですけれども、たしかこのピリカ社がやっていた事業に同様のものがあ

ったと記憶していまして、ひょっとするとピリカが自治体と共同で進めている事業なの

かもしれません。すいません、そこはうろ覚えで申し訳ありません。 

 あと、最後の方から、府の施策の中でどう位置付けてこの事業が単体の事業かどうか

ということなんですけれども、そもそもは今のマイクロプラスチックの話とかともつな
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がってくるんですけれども、海岸漂着物の対策計画の中で海岸漂着ごみは基本的に内陸

発生のものが発生源であることが多いということがありまして、京都府の計画を立てる

中で、その施策の１つとして内陸のごみが基本的に海ごみにつながっていくんだという

認識に基づいて施策を行う中で実際にクリーン活動、清掃団体や河川美化団体さんが行

っておられる取組とも、あるいは府民の皆さんのそういったごみ拾いの活動とも連携し

てということで事業を進めることとされているところから行っている事業です。事業そ

のものは単発になりますので、この事業が今のところ、他の何かの事業とつながって結

びついているということではないんですけれども、そういった事業になっています。た

だ、私の先ほど説明の中でも申し上げましたけれども、データとして集められるものも

ありまして、担当者の希望としてはそこから新しい取組が展開できれば非常にその次の

展開につなげていければいいなと考えています。 

 すいません、少し長くなりましたが、以上でございます。 

○金田座長 

 はい、どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。 

○川﨑 

 すいません、手短に。これ、ピリカというのはどこの他府県でもどんどんやり出して

きている、この数年前からやり出してきているもので、100万円ぐらいの開設費で運営費

が大体100万円弱ぐらいでということで、京都の場合、始まって今ちょっとダウンロード

してみたんですけど、今600人ぐらいですかね。始めて３か月で600人ぐらいの状況で、

このままいけば先ほどの１％、京都の250万人の100分の１、100人に１人弱ぐらいの割合

でみんながやってくれればいいととても思いますし。 

 ただ、これを見ていますと、ピリカの中をダウンロードした人と、それから、先ほど

の京都府の特設ウェブサイトにアクセスした人のみの中での情報の交流になる訳ですよ

ね。  

それを、先ほどの話、例えば、その前の課題のように三条大橋の周辺でごみが汚かっ

たよとかいうツイート文章がそこの中に出るんだけれども、このピリカの中だけなので、

例えばそういうツイートの中であった意識課題の一般的なそういう情報とか、特に京都

府内で重要だった情報とかいうものについては、次の広報というか、次のデータ情報発

信を考えておく必要があるだろうと。ピリカから、よりもうちょっと広い範囲で、ピリ

カでこういうことが今言われていますと、三条大橋でこういうふうに朝問題になってい
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ますとか、例えばそういうふうに流れるような情報発信ということ、２段階の情報発信

を考えておく必要があるのかなと思っています。それをぜひ一緒に連動されるといいの

かなと思いました。以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

○平井 

 平井です。 

 ４月から始まるということで期待はしているんですけれども、この府民向けのポスタ

ー、チラシなんですが、「楽しみながらクリーン活動です～！」ということなんですけ

ど、何が楽しみなのか全く分からないし、「２万人の」というのは皆さんやっぱり気に

なるところなんですけれども、なぜこれが100万人、500万人というマスの数字じゃない

のか。府の事業として２万人規模の事業ということになってくると、あまりにも小さ過

ぎないかということでインパクトが薄いですね。こういうポスターの作り方、発信の仕

方が、府の事業としてはあまりにもお粗末なような気がするので、いい事業ではあると

思いますが、この発信の仕方、何が楽しみなのか、どういう目的があるのか、皆さんと

の府民協働をしていこうとしているのかが全く分からない発信の仕方というのは改善し

ていただきたいと思います。 

 下のところで、２万人の京都クリーンｍｏｖｅｍｅｎｔ実行委員会参加企業・団体と

ありますけれども、これらの企業さんがもう既に登録されていて、例えば定期的に、う

ちは、京都府のどこそこのエリアでこれだけのごみを結果として収集しました、活動記

録として載せますという実際的な活動履歴が出ていないんですね。なぜ、じゃあこの実

行委員会参加企業・団体はあるのかということも不思議ですし、要するに府民の人でや

ってみたいなと思う人がゲーム感覚でやればいいじゃんみたいな、その２万人なのか。

その辺の数字的な背景、これから実際に何を目標としているのか。例えば短期的に、４

月から６ヶ月間でどれぐらいの規模、どれぐらいの人数で、どれぐらいの量のごみをク

リーンにしていくのかという目標をお示しいただきたいと思います。 

○金田座長 

 事務局の方はいかがでしょうか。 

○田中（京都府府民環境部循環型社会推進課） 

 すいません、まず、情報発信の連動を２段階でというお話につきましては、一応機能
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としては、ツイッター、フェイスブックへの連動があるので、そこへどううまくつない

でいけるかという展開の方法についてはこれから検討させていただきたいなと思います

ので、ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

 次の御質問でしたが、まず、何が楽しみかというところは、すいません、大変稚拙な

表現になってしまいまして。クリーン活動そのものを楽しみながら実施していただくと

いう趣旨かなと思って表記をしておりますが、不足のあったところについてはお詫びい

たします。また、参加人数の数のインパクトの話なんですけれども、正直申し上げまし

て、２万人でも恐らくは目標としては非常に高いというか、実現をしようとするとなか

なか達成が難しい数字かなと思っておりまして、これは、こういうことを言い訳にする

のはあまり適切でないかもしれませんが、広報等にお金をかけられない事情が予算上あ

りまして、その中で事業を行っておりまして、担当課としてはもっとたくさん予算を確

保するといったことも必要だなと痛感いたします。その点、御説明になっているのかど

うか分からないんですが、そういったところが目標設定の背景にあるというところで、

説明になっていないかもしれませんが、以上でございます。 

○金田座長 

 他に何か。はい、どうぞ。 

○田端 

 いや、ちょっと下世話な話になりますけども、僕はすごいこれを見たときに、ポケモ

ンＧＯに似ているんじゃないかなというイメージで皆さんに言うたら、子供さんも含め

て、ポケモンＧＯやったら大人でもこの頃やっていますので、そういう感覚で行政の方

も頭を柔らかくしてもらって、そういうところで行ってごみをつかまえるよと、それを

持って帰るよというイメージで案内したらお金もかからへんと思うし、任天堂さんにも

声をかけたら「いいよ」と言ってくれはるかもわかりませんので、その辺もまたひとつ

考えていただいたらと思います。 

○金田座長 

 手短にお願いします。 

○西山 

 失礼します。私もこの話を聞いていて、先ほど言ってられたごみを持ち帰ったらどう

処理したかというところまでやっぱり気をつけなあかんというのは、私、さっき学生課

を経由して、行政から働きかけて、一緒に取り組めていたらいいんじゃないかというこ
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とを言っていたんですけど、これ、学生の人たちも巻き込んで、ごみって黄色の袋と透

明の袋があって、曜日によって瓶・缶・ペットボトルの日と金属の日とか、あと、生ご

みの日というので全部分別せなあかんのです。それを考えると、今、杉江さんが出して

くださった資料を見ていると、鴨川に限定して話をすると、いろんな物があって、それ

をいろいろ分けながら、何曜日にこれを出してということを学生に求めるのって難しい

やろうなと。また、ごみが来る時間もいろいろあって、その時間におるのかおらんのか

というのもありますので、何かそういうのをまた学校、大学の方で処理を、業務用やっ

たら１袋でいけると思うので業者さんにお願いするというので、一緒に協力してやりま

しょうと言ったら、京都には山ほど学生がいるので、そんな人を巻き込んでいけたら２

万人なんかすぐやなと思って聞いていました。だから、何か２万人は難しいじゃなくて、

２万人を巻き込むためにどうしていったらいいかということをみんなで意見を出し合っ

たらいいんじゃないかなと思います。以上です。 

○金田座長 

 他にいかがでしょうか。どうぞ。 

○土居 

 京都には門掃きという風習がございます。洛中の方々は、お墓参りをしても、両隣100

年ぐらい、ずっと同じ御近所なんですね。両隣のお墓もお掃除するというぐらいの、い

わゆる風習があるわけです。そういった門掃きの町全体のクリーン運動みたいな形で考

えましたら、10万人、20万人、すぐ行けると思うんですけれども、当たり前のことをこ

のようにアプリで、スマホでわざわざ発信しなければならないのかという方もたくさん

いらっしゃると思うんですね。学生さんは入りやすいと思いますが、そういった方々を

どう巻き込んでいくか、これも１つの課題ではないでしょうか。 

○金田座長 

 ありがとうございます。どうぞ。 

○田中（博） 

 すいません、田中と申します。 

 この事業は本当、大変いいことだとは思うんですけれども、先ほど、「楽しみながら」

という言葉も出たようですが、私が受けた印象はごみを拾うのが楽しいのかということ

なんです。というのは、これが楽しかったら、町中にごみがないとこれができないじゃ

ないかと思う人も出てくるんじゃないかなと思うんですけど。私、こういう事業という
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のは、やっぱり究極の目的はごみを捨てさせないということをどうやってアピールする

かと思うんですけど、そっちの方があまりに何もないといいますか、最後の方にちらっ

と、ごみの集積の多いところに看板とかポスターを作ると書いてありますけど、これぐ

らいのことではやはりごみを捨てさせないという方向性を同時にやっていかないと、こ

れ、私らは本当に木屋町に住んでいて、しょっちゅうごみ拾いも掃除もしていますけど、

本当にやっているとばからしいです。何でこういうのを捨てるやつがおるんだというぐ

らい、ごみがたくさんあります。だから、やっぱり、先ほどの話に戻るかもしれません

けども、ごみを捨てることに対する条例までつくれるかどうか分かりませんけど、罰則

つきの条例をつくるとか、例えば集積場所の多いとこには防犯カメラをつけるとかいう

ような、何かそういう対策も含めてやっていただきたいなと思うんですけども、いかが

でしょうか。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 木屋町もいろいろとニュースに出る努力をしてくださっているんだと思いますけれど

も、今いろいろと御指摘をいただいておりますので、循環型社会推進課の方でまた御検

討されると思いますけれども、ごみ問題につきましては少しいろいろアイデアを絞らな

いといけないところもございますので、また改めて次回にやらせていただきたいと思っ

ております。 

 ここで、ごみ問題は少し離れまして、議事の４番目、「鴨川四季の日」についての説

明をお願いしたいと思います。事務局からお願いします。 

○細見（京都府建設交通部河川課課長補佐） 

 河川課管理係の細見と申します。 

 お手元の資料－４を御覧ください。 

 私からは、「鴨川四季の日」について御説明させていただきます。座って説明させて

いただきます。 

 まず、「鴨川四季の日～冬～」の実施結果でございます。コロナ禍ということもござ

いまして、なかなか活動なりができなくて、啓発の方もできていないんですけども、今

回、冬ということで、府庁ロビーの展示を行っております。 

 その内容につきましては、鴨川条例や鴨川河川敷での喫煙禁止の啓発、残念ながら中

止になってしまいましたけども、「鴨川探検！再発見！」の実施など、それと、鴨川の
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冬景色や冬の野鳥などのイラストで、鴨川の魅力向上についてＰＲを行ったところでご

ざいます。また、この３月23日から31日まで、鴨川条例なり、桜などの鴨川の魅力向上

に努めていきたいなと考えてございます。 

 続きましては、「鴨川四季の日～春～」の予定でございます。これにつきましては、

関連イベントについて報告させていただきます。新型コロナウイルスの感染拡大で、こ

の２年間中止をされておりましたが、４月９日から10日の２日間、鴨川茶店ということ

で実施される予定になってございます。この鴨川茶店のときには、京都府といたしまし

てもブースを出しまして、条例なりの啓発を行うこととしてございます。それと、４月

29日に、「鴨川定例ハイク」を予定されているということでございます。５月には「鴨

川探検！再発見！」ということで、水辺の自然観察会等を行う予定になってございます。 

 この各行事につきましては、まん延防止措置が来週にはもう解除になるということに

なってございますけども、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、基本的な感染

防止の徹底とか感染リスクを低減する行動なんかにつきまして、京都府が府民・事業者

の皆様へ要請しています内容に沿った形で開催されることになってございます。 

 続きまして、裏のページを御覧ください。 

 令和４年度の「鴨川四季の日」について、資料のとおり予定をしてございます。 

春の日につきましては、先ほど言いましたように、鴨川茶店、クリーンハイク、「鴨

川探検！再発見！」ということが予定でございます。右側に、先ほど言いました鴨川茶

店のブースのときに、こういう形で啓発を行ってございます。このように今回もさせて

いただきたいなということで考えてございます。 

 「鴨川四季の日～夏～」でございます。６月１日から８月31日を予定しております。

ロビー展示に加え、また、クリーンハイクなり、お世話になるところでございます。水

難事故防止週間、河川愛護月間等、「鴨川探検！再発見！」と、それと、８月には、こ

れも２年間中止になっております鴨川納涼が実施される予定となってございます。この

ときもブースを設けまして啓発活動を行っているということになります。 

 「四季の日～秋～」でございます。四季の日～秋～は９月１日から11月30日を予定し

てございまして、お世話になります鴨川定例クリーンハイク、「鴨川探検！再発見！」

を予定してございます。 

 最後に、「四季の日～冬～」ということで、12月から２月末までを予定してございま

す。 
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 今後新型コロナウイルス感染症の状況がどうなるか分からないですけども、ここ２年

間で多くの関連行事が中止になってございまして、開催していただけるような状況を祈

りながら、開催の折には、その都度、啓発や魅力向上の発信を行っていきたいなと考え

ているところでございます。 

 最後になりましたけども、次のページとその次のページに、「鴨川を美しくする会」

様、「京都鴨川ライオンズクラブ」様が主催となります鴨川茶店の開催要領(案)と、そ

の次のページにつきましては、「鴨川を美しくする会」様と「（一社）鴨川流域ネット

ワーク」様の主催となります定例クリーンハイクの開催要領(案)をいただいております

ので、紹介させていただきます。以上でございます。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 はい、どうぞ。 

○杉江 

 まず確認したいんやけども、鴨川四季の日～春～編が、これは４月１日から５月31日

でいいんやね。 

○細見（京都府建設交通部河川課課長補佐） 

 そうです。 

○杉江 

 なら、うちの（開催要領(案)）、これ、変えなあかんわね。 

 今の河川課から述べられた春編の分で、鴨川茶店の件ですけども、４月の９、10日と

いうことで、過去46回、47回はコロナの関係で中止ということになりました。ぜひとも

やりたいという思いもありまして、何とか準備も進めている状況ではございますが、21

日にまん防が解除されます。しかしながら、まだ約３週間ありますので、その間にもし

感染状況がまた拡大するという状況となれば、ある程度こちらの準備もあるんですけど

も、何とかぎりぎりまで最終的な判断を待ちたいと思っております。恐らく来週か次の

週の中頃かなと考えてもしておるんですけども、いずれにしても、そういった規制が解

除されたといっても、京都の感染状況が拡大の一途になってくる最悪の状態になれば中

止という判断にもなると思いますので、その点、皆さん方、御了解のほどよろしくお願

いします。 

 次の定例クリーンハイクにつきましては、過去、いろんな規制が出ていないときにつ
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いては、昨年の11月７日の定例につきましても無事終了ということになりましたので、

まずは適切な空間を保って清掃活動をしていただいたら感染の恐れもないと思っており

ます。  

そんなような状況で、一刻も早いこと皆さん方がワクチンを注射していただいて、元

の状態に戻ればいろんな活動ができると思いますので、取りあえず鴨川茶店においては、

あと約３週間ございますけども、状況に応じては中止もやむを得ずと考えております。 

 以上です。 

○金田座長 

 ありがとうございます。何か御質問ですか。どうぞ。 

○平井 

 鴨川茶店がまた今年再び開催されることをとても楽しみにしておりますし、これまで

も、鴨川茶店は参加して、とてもいいイベントだなと。いつも楽しみにしている鴨川茶

店のことですけれども、ただ、ここ数か月の間、京都新聞とかで見られているように、

北山の開発事業というのが、ちょうど植物園と京都府立大学グラウンドをアリーナにす

るという、環境も生活の風情も激変するようなプランが京都府から出されておりまして、

今後も、鴨川茶店を今までのような静かな雅な雰囲気で開催が続けられるのかという危

惧を受けていますし、当然、北山にお住まいの方々は反対という意見が多数寄せられて

いると、京都府の方に聞いています。当然、当鴨川府民会議においても、やはり鴨川の

環境であるとか、自然環境であるとか、生活環境であるとか、河川環境が大きく変わる

ようなことに関しては、きちんと連動して意見をする、議論をするという場が必要なん

じゃないかなと思っておりますが、主催者であられる「鴨川を美しくする会」様とか「ラ

イオンズクラブ」様においては、その辺の今後の京都府の北山事業に関して、何らかの

アクセスであるとか要望であるとかというのはなされているのでしょうか。 

○金田座長 

 はい、どうぞ。 

○田端 

 すいません、京都鴨川ライオンズクラブの田端でございます。 

 今年の７月から60周年の会長を拝命しておりますので、鴨川ライオンズとして、鴨川

茶店に関する思いというのが１つございます。 

植物園界隈の開発の話以前の問題で、なぜあそこにあれだけの78本やったかな、桜を、



-38- 

ベニシダレを植えたかという話をここでさせていただきますと、昭和37年に当クラブが

できて、それから何年かしたときに、植物園が米軍のキャンプ地になって接収されてい

て、植物園も閉鎖されていたと思うんですけども、それを開放されて、我々の先輩がそ

のときに見たときに、西側の加茂街道から見たらすごい殺風景な雰囲気やったと。これ

ではあかんということで、子孫に緑を残そうということで桜をちょっとずつ植え始めて、

今やっとあそこまでなって。ずっとベニシダレザクラの並木道をつくったというのが

我々の最初の趣旨で、それを守り抜こうということで、全クラブ員、京都府さんの力を

借りて今やっております。 

 先ほど平井委員が言われました開発については、当クラブ員はまだ何も話をしていな

いです。一番は、今この七十何本の桜の並木を京都府さんとどうやって守り抜いていく

かということが大きな課題で、これもやっぱり大きな費用もかかります。会員の高齢化、

それから、会員の減少という大きな問題もございまして、それに今どうやっていくかと

いうことに力を注いでいて、その中で、１つは「鴨川を美しくする会」と共催事業でや

ってきました、50年近くやっている鴨川茶店、これについてもやはり市民の方々に桜を

愛でてもらおうということでやってきました中で、それの環境が今言われたように変わ

るとかいう、そういうイメージはまだ持っていない。これもまた１つ、これからそこら

辺はクラブの中で話していくというふうになってくると思いますので、ここではどう思

っているというのはまだ整理できていないということで御容赦ください。以上です。 

○金田座長 

 何か御質問はございますか。 

○西山 

 失礼します。ちょっと質問なんですけれども、四季の日の中で「鴨川探検！再発見！」

というイベントをうちの子供もすごく楽しみに来ていたんですけど、一体これで何回ぐ

らい中止になったのかなというのをお聞きしたいのと、何か今回は、こんなことをしま

すという案の紙すらないなと思って、ほとんど中止という前提なのかなと思って寂しく

思いながらお話を聞いていたんです。何回ぐらい中止になりましたか。 

○細見（京都府建設交通部河川課課長補佐） 

 すいません、はっきりとは言えないんですけど、おそらくは、年間４回を予定してい

まして、そのうち、去年は全滅やったと思います。 

○西山 
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 ですよね。 

○細見（京都府建設交通部河川課課長補佐） 

 その前も３回ぐらいは中止させていただいていると思うんですけども、もう１点、チ

ラシがないということなんですけども、すいません、これはまた近くになりますと、参

加者募集をさせていただきますので、まだ来年度の予定がきっちりと決まってございま

せんので、来年度になれば御案内なりはさせていただけると思っております。 

○西山 

 そうですか。１つお聞きしたかったのは、ずっと去年、私の記憶の中でも１回もなか

ったなと、全部中止で終わったなと思っていたんですけど、その何か代替案というか、

結局子供たちの川の学びを助けるためにというか、川に親しむためにいろんなイベント

を手がけてこられたと私は、自分の子供が小学校１年生からずっと６年生まで参加させ

ていただいて、ほぼ皆勤です。参加させていただいてすごくよかったし、いろんな方に

お世話になって、子供が川を大好きになったので、１年ないんだったらその代替案を、

次どういうふうに考えられているのかなというのがあるんです。 

 なぜかというと、川に行っていると、今まで見たことないぐらい人がいます。遊んで

いる子供も山ほどいます。本当に子供たちも、いろんなことに興味持って、全然知らん、

私なんかおばちゃんなのに、すごい何かしていたら、「何してんの」と言うてすぐ来て

くれて、あっという間に人だかりができてというふうにいるんです。やっぱり何かちょ

っとした学びがあると子供たちは目をきらきらさせて、ただの遊びが学びになったりも

しますし、ちょっとした発見がまたすごい成長につながると思うので、ここにもたくさ

ん野鳥の専門家であったり、魚の専門家であったり、環境問題で、ごみのことでこんな

に一生懸命されている方がいらっしゃったり、防災について、お水がどんだけ怖いかと

か、あと、山のてっぺんにあるお寺の住職の方のお話とか、何かもしあれやったら、ユ

ーチューブとか、期間限定とかで、登録したら見られる、申し込んだら見られるみたい

な感じで、その人たちがどういうふうにしているかとかいうのを、お話が聞ける場とい

うのを上手に、ああいう機械を使って取組とかで考えはったら。もう１年ぐらいずっと

中止で来ているので、何か次の手って考えてられるのかなというのが私の気持ちです。

ちょっとお聞きしたかった。 

○金田座長 

 次は、予定は５月ですか。 
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○細見（京都府建設交通部河川課課長補佐） 

 そうですね。５月末ぐらいを毎年予定しておりまして、御意見を伺わせていただきま

したので、検討なり、できたら考えていきたいなと思います。この場でできるとか、予

定は今は考えていないんですけども、できるかどうか、また検討していきたいなと思い

ます。ありがとうございます。 

○西山 

 ぜひ、協力してくださる方はたくさんいらっしゃると思うので、京都府の子供たちに

考えていただけたらうれしいです。以上です。 

○金田座長 

 私はいつも下手な司会をしているなと思いまして、いつも時間が足りなくなるんです

が、どうもいろいろとありがとうございます。 

 時間の関係で、議事を進めさせていただきます。 

 ５番、「その他」でございますが、他に資料がついております。事務局から説明をお

願いいたします。 

○中川（京都府京都土木事務所河川砂防課長） 

 失礼します。京都土木事務所河川砂防課の中川と申します。座らせていただきまして、

説明させていただきます。 

 私の方からは、お手元に配付させていただいております資料－５と資料－６というこ

とで、この２点につきまして簡単に御報告させていただきたいと考えております。 

 まず、資料－５でございますけども、こちらにつきましては、五条大橋下流左岸の護

床工の再整備ということでございまして、ここの護床ブロックにつきましては、令和２

年６月の一番最初の鴨川府民会議で、景観を損ねているんじゃないかという御意見をい

ただいていたところでございまして、今年度の４月の状況の写真が左側の写真になって

おりまして、五条より下流につきましては非常に川床低下が進んでおりまして、護床ブ

ロックを設置した当時は、この護床ブロックの天端付近が河床だと考えられるんですけ

ども、周りの川床低下が進んだ関係で、このように浮き上がった状況になっているとい

うところで、当初、この辺の河床が深く掘れたり、そういうことを防ぐ目的で設置して

いたわけなんですけども、こういう状況になりますと、当初の目的も十分果たせていな

いかなというところで、適切な位置に再設置するような工事を今回実施させていただい

たところでございます。 
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 整備後の状況が右側の写真でございまして、護床ブロックを70個ほど設置させていた

だいております。この工事をやるに当たりましては、環境への配慮、生物の生息環境へ

の配慮なども考えまして、工事に当たりましては回りを囲った中で、工事箇所は非常に

その中に魚なども生息しておりましたので、その辺は救出するようなこともさせていた

だいておりますし、こちらは加茂川漁協さんの御協力をいただきながら進めさせていた

だきました。 

 それから、あと、護床ブロックも隙間なく並べるのではなくて、通常よりも広めに開

けさせていただいて、その辺は環境にも配慮するような形を取らせていただいていると

ころでございます。 

 それから、五条より下流、塩小路にかけて、よく浚渫の要望というのが出てきている

んですけども、どうしても川床の低下が進んでおりまして、中州なんかが発達して、ど

うしてもたまっているように見えたりはしているんですけども、実際は河床が下がって

いるというところで、今時点においては、浚渫の必要はないのかなと考えているところ

でございます。 

 それから、もう１点が資料－６の方でございまして、こちらは、先ほどの護床工の再

整備工事を実施する際に、五条大橋の下流で橋脚の石材らしきものが確認できました。

石材につきまして、京都市の文化財保護課の確認によれば、400年ほど前の安土桃山時代

に、秀吉の命によって造られた五条大橋の橋脚等に用いられた石材と思われるというと

ころで、京都の町をしのぶ貴重な文化遺産ではないかというお話をいただいております。 

 その中で、文化財保護課から、文化財、文化遺産として活用したいということで、河

川から何とか引き上げていただけないかという申出もございまして、河川工事の一環と

して石材を収集して、運搬を行わせていただいております。 

 市のお話によれば、今後は旧三井家下鴨別邸のほうで、無償で展示を予定していくと

い聞いております。 

 今回の一番大きい石柱が３メーター近くございまして、重さは３トンを超えるような

ものもあったということで聞いておりまして、当時のノミの跡なんかも見事で、とても

見応えのある石材であると市からは聞いておるところでございます。 

 写真に記載しておりますように、石の柱とか、矢の穴のあるような石とか、それとか、

石灯籠の部材の一部かというものを集めて運ばせていただいたところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 
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○金田座長 

 ありがとうございます。 

 河床の整備と、それから、発見された石造の橋脚だと思われる遺構です。何か御質問

はございますか。ありましたら手短にお願いします。はい、どうぞ。 

○藤井（正） 

 今年の１月の中旬に、五条大橋の工事をしているとこを見に行きました。そのとき、

五条大橋の工事看板の下に、当現場で保護されたアカザ、ギギ、ヨシノボリとか、ヤゴ

とか書いて、夕方には逃がしますという看板と水槽があったんです。それを子供連れの

家族が一生懸命見ていたし、私も交差点にあって、信号が青にかかってもそのまま見て

いました。もっと大きくてきれいな水槽で、これがギギ、これがヨシノボリと説明書き

があれば、もっとよいのになと思いました。こんな生き物が五条大橋の下に住んでいた

かということで、ものすごく勉強になりました。ほかの工事現場でやっているかどうか

は知らないですけども、これは久しぶりに見たすばらしい企画だと思いました。ただ、

二、三日後に行ったら、その水槽が撤去されていたので、がっかりしました。ですから、

例えばさっきの魚道の話がありましたけども、魚道とかアユの写真とか、イカルチドリ

の繁殖記録、地図が出ていますけど、こういうのを工事現場とかに置いたら、もっとみ

んな一生懸命チドリを助けたり、桜を大事にしたりすると思いました。だから、この企

画、他でもやってください。よろしくお願いします。 

○金田座長 

 ありがとうございます。はい、どうぞ。 

○澤 

 すいません、ありがとうございます。僕も一緒に。 

○藤井（正） 

 そちらでやりはったんですか。 

○澤 

 そうです。ほんで……。 

○藤井（正） 

 京都府の人がやったと。 

○澤 

 いえ、でも、京都府さん、いろいろと配慮をいっぱいいただきましてありがとうござ



-43- 

います。今回、この工事自体は萬栄建設さんというとこがやらはったんですけど、そこ

の人もものすごく積極的にお手伝いいただいて。今回大きかった工事が、出雲路橋のあ

の周辺と、この２箇所が大きかったんですけど、出雲路橋の方でもものすごく協力いた

だいて、そっちにも水槽を展示して、業者さんの努力でそういう採れた魚の写真とかも

展示していただいて。子供連れなんかは、水槽を置いてあるときなんかは、やっぱり子

供らが前へ来て見るし、ほんで、写真を展示したって、こんなんがいるんやというのを

見てもらえるとか、そんなんで大変ようしてもうたんですけど、水槽に魚を入れて長い

こと置いておくというのはなかなか、採ってその日に置いておくぐらいはできても、そ

れをずっと置いておくというと、一晩中エアレーションとかをせなあかんので、ほんで、

大きい水槽で置くというのもなかなか大変で、実際僕らも、そんなんを、そら工事期間

中ずっと置いておけたら一番いいんやけど、ほんで、魚の種類ごととかが分かるように

できたらいいんですけど、なかなかそんなのは難しい中で、写真の展示なんかを今回し

てもらえたというので、今回やってもうた、ああいう魚の写真を撮って、こんな魚が出

ましたとか、そういう現場の前に展示してもらうというのはすごいいいなと思ったので、

また今後もそういうことができれば、よろしくお願いします。いろいろといつもありが

とうございます。 

○金田座長 

 それでは、実は予定の時間になってしまいましたけれども、一応、予定をしていた議

事は急がせていただきまして最後まで参りましたけれども、何かぜひ御発言ということ

がありましたら、手短にお願いします。はい、どうぞ。 

○柾木 

 すいません、最後に、今日、諏訪先生が来られていますが、先日、この鴨川府民会議

でも鴨川の看板についてのプレゼンをしてくださった京都女子大学の学生さんたちが、

昨年12月に「大学コンソーシアムの政策研究交流発表会」というのがあって、100団体の

中で優勝されました。皆さんも聞かれていると思うんですけれども、鴨川の看板につい

ての実証実験、調査を、日本人、外国人いろんな方たちに調査した上で、今後こういう

看板がいいんじゃないかとこちらでも発表してくださいましたが、その学生さんたちが

賞を取られて、先生の前で私が言うのも何なんですが、たまたまその100団体の中で、同

志社大学の私の教え子が着物の研究発表をして、その女子大の学生さんと私の学生の２

団体が受賞したということで、私の方からぜひ皆さんにも御報告したいなと。そのとき、
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京都土木の山下さんも来られていたんですけれども、ぜひ学生さんの発表、研究にとど

まらず、実際にこれからの看板について取り替えるとおっしゃっていましたけれども、

計画的に具現化していっていただきたいなと思いましたし、鴨川の床の色調とか高さ制

限に規制があるように、今後看板についても、思いつきでどんどん付け替えていくんじ

ゃなくて、先ほども出ました北山文化ゾーンの植物園の今後100年という計画のように、

京都のシンボルでもある鴨川を今後これからどういうふうにしていくかを計画的に、看

板の大きさとかフォントの大きさ、色調とかを統一した、よりよい鴨川に変えていって

いただきたいなと思いました。よろしくお願いします。 

○金田座長 

 ありがとうございます。手短にお願いいたします。 

○梶田 

 何なら地声で。「野鳥の会」の保護部長の梶田と申します。 

 皆さんのお手元に、今日、急にチドリのチラシと去年の繁殖実績を印刷してお渡しさ

せていただきました。なかなかお話しする時間がないので簡単に言うと、去年はこの示

した範囲では18回巣をつくって卵を産んでも全部駄目になってしまって、１羽もヒナが

出ていない、育っていない状態です。この状態なので、何か手を打たなきゃいけないな

と私たちも考えていて、この会議でも、中州について、ものによっては鳥のために少し

立入りを制限できるようなことを検討して、意見を皆さんからもらえないかなと思って

います。今後の議題として、もし出せたらお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。ありがとうございます。 

○金田座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、司会を事務局の方にお返ししたいと思います。 

 大変長時間にわたりまして熱心に御質問いただきましてありがとうございました。先

ほど申し上げましたごみの問題は、大変重要な、また、なかなか難しい問題なんですけ

ど、これに関しましては、また事務局と相談しまして、改めて議題にさせていただきた

いと思います。どうもありがとうございました。 

○中村（京都府建設交通部河川課参事） 

 金田座長、ありがとうございました。 

 これをもちまして本日の予定は終了いたしました。 
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 来年度の最初の鴨川府民会議につきましては、令和４年６月17日金曜日を予定してお

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、冒頭にも申しましたけれども、回収資料につきましては、そのまま机の上に置

いておいていただけたらと思います。 

 それでは、第55回鴨川会議はこれにて閉会といたします。長時間誠にありがとうござ

いました。 

〔午後 ４時０５分 閉会〕 


